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Ⅰ．民生（家庭）部門に関する事業・制度例 

1. 太陽光発電システム導入資金融資制度（神戸市） 
2. 彩の国の家 住まいるローン（埼玉県） 
3. 環境保全活動助成金交付制度（横浜市） 

  
 Ⅱ．運輸部門に関する事業・制度例 

1. エコカーレンタル事業（西宮市） 
2. パーク・アンド・ライド事業（金沢市） 
3. ガイドウェイバスシステム（名古屋市） 
4. 環境（エコ）定期（神戸市） 
5. 天然ガストラック普及促進助成事業（千葉県） 

 
 Ⅲ．エネルギー転換部門に関する事業・制度例 

1. 湖国 21世紀記念事業協会「びわこ・お陽様基金」への支援（滋賀県） 
2. ひょうごグリーンエネルギーファンド（兵庫県） 

 
Ⅳ．事業者に関する事業・制度例 

1. 中小企業環境保全資金融資制度（広島市） 
2. エコアップ事業（東京都） 
3. 神戸市民の環境を守る条例に基づく環境保全協定（神戸市） 

 
Ⅴ．総合的な事業・制度例 

1. 環境確保条例に基づく措置（東京都） 
 

 
 
 
 
 
 

資料２－２資料２－２資料２－２資料２－２    
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ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ．．．．．．．．民民民民民民民民生生生生生生生生（（（（（（（（家家家家家家家家庭庭庭庭庭庭庭庭））））））））部部部部部部部部門門門門門門門門にににににににに関関関関関関関関すすすすすすすするるるるるるるる事事事事事事事事業業業業業業業業・・・・・・・・制制制制制制制制度度度度度度度度例例例例例例例例        

１１１１１１１１．．．．．．．．太太太太太太太太陽陽陽陽陽陽陽陽光光光光光光光光発発発発発発発発電電電電電電電電シシシシシシシシスススススススステテテテテテテテムムムムムムムム導導導導導導導導入入入入入入入入資資資資資資資資金金金金金金金金融融融融融融融融資資資資資資資資制制制制制制制制度度度度度度度度（（（（（（（（神神神神神神神神戸戸戸戸戸戸戸戸市市市市市市市市））））））））        

部門 民生（家庭） 

種類 太陽光発電システム支援事業 

実施主体 神戸市 

対象 家庭  事業者  地方公共団体 

手法 

規制的手法（行為又は手続きの禁止、制限、義務化） 

経済的手法（税、課徴金、環境投資以外の事業への補助金） 

自主的取組（自主協定、自主的計画） 

環境投資（社会基盤整備、システム整備） 

内容 

【目的】 自然エネルギーの利用を促進し、地球温暖化の防止を推進すること 

【内容】 自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置する市民に対して、資金の融資を行う 
    

＜融資条件＞ 

融資限度額 200 万円（融資申し込み金額は１万円単位） 

償還期間 
償還方法 

10 年以内（元利均等月賦償還） 

融資利率 年４％（固定金利＝償還期間中変動なし） 

利子補給割合 
支払った利子の２分の１ 
（利子補給後の実質個人負担金利 年２％ ） 

 

 

手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事
業
・
制
度
の
概
要 

根拠 条例  規則  要綱  協定  なし 

効果  自然エネルギーの利用促進 

備考  

 

市 民 

神 戸 市 

③設置工事 ⑦電灯契約 

④金銭消費賃借契約 

⑥融資実行 

⑧
完
了
届 ⑤

工
事
完
了
届 

①申し込み 

金融機関 

②資格の 

承認通知 

関西電力 工事業者 
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２２２２２２２２．．．．．．．．彩彩彩彩彩彩彩彩のののののののの国国国国国国国国のののののののの家家家家家家家家        住住住住住住住住ままままままままいいいいいいいいるるるるるるるるロロロロロロロローーーーーーーーンンンンンンンン（（（（（（（（埼埼埼埼埼埼埼埼玉玉玉玉玉玉玉玉県県県県県県県県））））））））        

部門 民生（家庭） 

種類 省エネルギー型住宅普及促進事業 

実施主体 埼玉県 

対象 家庭  事業者  地方公共団体 

手法 

規制的手法（行為又は手続きの禁止、制限、義務化） 

経済的手法（税、課徴金、環境投資以外の事業への補助金） 

自主的取組（自主協定、自主的計画） 

環境投資（社会基盤整備、システム整備） 

内容 

【目的】 生活の基本である住まいを、より質の高いものへと誘導し、魅力ある「彩の国づく

り」を進める 

【内容】 一定の住宅建設基準を満たした良質な新築住宅を建設あるいは購入する県民に対し

て、県と取扱金融機関が資金面で協力して、マイホーム資金の一部を低利で融資す

る制度。住宅建設基準には基準項目と選択項目があり、選択項目には「地球にやさ

しい住まい」といった視点が盛り込まれているのが特徴。貸付限度額は 1000 万円 

    

＜融資対象住宅の要件＞  

 

 

 

 

 

 

 

手続 

建設資金（一戸建）融資及び審査の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

事
業
・
制
度
の
概
要 

根拠 条例  規則  要綱  協定  なし 

効果  環境保全型住宅の普及 

備考  

計画承認 借入申込 設計審査 適格審査 借入手続 償還 

 
 
 
・ 建設場所、敷地面積要件、住宅面積要件 
・ 選択項目の内容 
・ 景観・まちなみへの配慮 

申請受付 審査 計画承認 

 基準項目 （建設資金一戸建） 

住宅床面積 ： 125～280m2 

敷 面積  ： 150m2 以上 

前面道路幅 ： 4 m 以上 

景観・まちなみへの配慮 

（外構の計画） 

住宅の寸法・耐震性の基準 

   選択項目 

次のうち１項目以上を選択 

（ア） 地球にやさしい住まい 

（イ） 人にやさしい住まい 

（ウ） 県産材使用の住まい 

※ いずれも公庫基準金利適用

住宅の基準＋α 

住宅金融公庫の融資 

（併用が条件の１つです） 
＋＋＋＋    ＋＋＋＋    
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表表表表表表表表        「「「「「「「「彩彩彩彩彩彩彩彩のののののののの国国国国国国国国のののののののの家家家家家家家家        住住住住住住住住ままままままままいいいいいいいいるるるるるるるるロロロロロロロローーーーーーーーンンンンンンンン」」」」」」」」住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅建建建建建建建建設設設設設設設設基基基基基基基基準準準準準準準準のののののののの概概概概概概概概要要要要要要要要        

≪①建設資金（一戸建）融資の場合≫≪①建設資金（一戸建）融資の場合≫≪①建設資金（一戸建）融資の場合≫≪①建設資金（一戸建）融資の場合≫    
    

住まいるローンの住宅建設基準には、［基準項目］と［選択項目］があります。 
［基準項目］は全てに適合すること、［選択項目］はア～ウの３種類の中から１種類以上を選択することになります。 
 

 

［基準項目］［基準項目］［基準項目］［基準項目］    
 

次の（１）～（７）全ての項目に適合すること。 
（１）住宅の形態 
   一戸建て形式の専用住宅であること。 
 
（２）住宅面積 
   住宅の延べ面積が、125 ㎡以上 280 ㎡以下であること。 
 
（３）敷地面積 
   敷地面積が、150 ㎡であること。 
 
（４）前面道路幅員 
   融資の対象となる土地は、幅員４ｍ以上の道路に接していること。 
 
（５）住宅の居住性・耐震性 
 

居住性：住宅の寸法について、次の各項目に適合していること。 
(a)主な居住室（和室を除く）の床から天井までの高さは、２４０cm 以上であること。 
(b)主な居住室（和室を除く）の主な出入り口の高さは、１９０cm 以上であること。 
(c) 主な居住室（和室を除く）の主な出入り口の有効幅は、７５cm 以上であること。 
(d)主な廊下の有効幅員は、７８cm 以上であること。 

住宅内の設備機器については、次のものを設置すること。 
(e)トイレ設備は、節水型のものとする。 
(f)給湯設備は、省エネルギー型のものとする。 
 

耐震性：「埼玉県高耐震住宅建設基準（戸建住宅）」に適合していること。 

 
（６）景観・まちなみへの配慮 
 

景観・まちなみに関する下記の項目のうち、当該建物に係る事項について配慮すること。 
なお、２，３，５，６，の項目については必ず配慮すること。 
 
□美しく風格のある建物として、次のことに配慮すること。 
1. 配置：既存樹木の利用、近隣への配慮など 
2. 形態：周辺景観をリードするデザイン、街路から見たデザイン、屋根の形態など 
3. 材料：外壁（色、質感等）、屋根（色、質感等）など 
4. 細部：窓、窓辺のデザイン、玄関のデザインなど 
5. 塀：池垣（二重植栽、シンボルツリー、四季への配慮等）、門、塀のデザインなど 

□彩りあふれた外部空間として、次のことに配慮すること 
6. 緑化：街路から見たデザイン、近隣との間の植裁、庭の植裁など 
7. アプローチ：門から玄関までのアプローチのデザイン（飛び石、タイル仕上げ等） 
8. オープンスペース：照明、彫刻、エクステリアファニチャー、舗装、緑化など 
9. 付属施設：駐車場、物置、ポンプ室等の形態、色彩、緑化など 

 
（７）住宅性能保証制度 
原則として（財）住宅保証機構の行う「住宅性能保証制度」を利用すること。ただし、他の同等の制度を利用する場合
は除く。 
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［選択項目］［選択項目］［選択項目］［選択項目］    
 

次の（ア）～（ウ）の中から１種類以上を選択すること。 
 
（ア）地球にやさしい住まい…省エネルギー型の住宅 
（イ）人にやさしい住まい …バリアフリー型の住宅 
（ウ）県産材仕様の住まい …県内で生産された材料を使用した住宅 

※（ア）～（ウ）の各項目ごとに建設基準がありますので、次からの解説をご覧ください。 
 
（ア）地球にやさしい住まい 
住宅金融公庫の基準金利適用住宅［省エネルギータイプ］の住宅基準に適合すること。併せて、次のＡ～Ｃの 17 項目の
中から合計２項目以上を選択すること。 
 

 
Ａ．省エネルギーの住まい 

1  厚い断熱材の使用 2  二重サッシの使用 
2  省エネルギー型暖・冷房設備の設置 3  温室または廃熱塔の設置 

Ｂ．自然環境と調和した住まい 
4  屋根・屋上の緑化 5  外壁又はバルコニーの緑化 
6  バッファゾーン（緩衝地帯）の形成 7  浸透枡等の雨水の地下浸透施設の設置 
8  緑被率６５％以上            9  敷地の周長の３／４以上を池垣化 

Ｃ．資源の有効利用の住まい 
10  太陽光発電設備の設置 11  太陽熱温水器の設置 
12  雨水貯留タンクの設置 13  生ごみの自家処理 
14  センチュリーハウジングシステム住宅の採用  
15  産業廃棄物管理票（マニフェスト）の提出 
 
16  その他「地球にやさしい住まい」の工夫 

 
上記に挙げたものの他に工夫したことがある場合、計画承認申請書裏面の附表に記入してください。 
 

 
（イ）人にやさしい住まい 
住宅金融公庫の基準金利適用住宅［バリアフリータイプ］の住宅基準に適合すること。併せて、次のＡ～Ｂの１６項目
の中から合計２項目以上を選択すること。 
 

Ａ 高齢者等にやさしい住まい 
1 便所内に手すりを設置 
2 階段足元灯および３路スイッチの設置 
3 浴室内にすべりにくい床素材を使用   
4 浴室と脱衣室の段差解消 
5 使いやすいスイッチ（大型スイッチ）の使用  
6 廊下に手すりを設置 
7 半埋込式浴槽および腰掛けベンチの設置  
8 外構・アプローチのバリアフリー 
9 移動用リフト等の設備の設置 

 
Ｂ．子育て支援の住まい 

10 防音措置を施した部屋の設置   
11 使いやすい水洗器具の設置 
12 フローリング等の部屋の設置   
13 庭に全面的に遊び場を設置 

Ｃ．高度情報化対応の住まい 
14 主な居室に電話端子を設置   
15 情報専用回線等の設置 

 
17 その他「人にやさしい住まい」の工夫 

 
上記に挙げたものの他に工夫したことがある場合、計画承認申請書裏面の附表に記入してください。 

 
（ウ）県産材使用の住まい 
住宅金融公庫の基準金利適用住宅の住宅基準に適合すること。併せて、次の県産材の中から１品目以上を合計５０万円
以上使用すること。 
※この基準の対象となる県産材は、別に県が指定する組合に加入している業者の取扱いに係るものとします。 
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３３３３３３３３．．．．．．．．環環環環環環環環境境境境境境境境保保保保保保保保全全全全全全全全活活活活活活活活動動動動動動動動助助助助助助助助成成成成成成成成金金金金金金金金交交交交交交交交付付付付付付付付制制制制制制制制度度度度度度度度（（（（（（（（横横横横横横横横浜浜浜浜浜浜浜浜市市市市市市市市））））））））        

部門 民生（家庭） 

種類 市民団体への支援事業 

実施主体 横浜市 

対象 家庭  事業者  地方公共団体 

手法 

規制的手法（行為又は手続きの禁止、制限、義務化） 

経済的手法（税、課徴金、環境投資以外の事業への補助金） 

自主的取組（自主協定、自主的計画） 

環境投資（社会基盤整備、システム整備） 

事
業
・
制
度
の
概
要 

内容 

【目的】 地域に根ざした環境保全活動を広く展開し、快適な市民生活に欠かすことができない

良好な環境の確保、よりよい都市環境の保全及び創造を図ることを目的とする。 

【内容】 環境保全を主たる目的とする市民団体による自主的な環境保全活動に対し助成金を交

付。 

    

＜助成の種類＞ 

ステップアップ・アシスト 環境保全活動の充実・発展を意図した新たな取組を内容と
する活動に対する助成 

イニシャル・アシスト 環境保全活動開始後３年未満の団体に対する助成 

 
＜助成の対象となる団体＞ 

(1)環境保全を主たる目的として活動する特定非営利活動法人及び任意の市民団体 
(2)活動開始後１年以上経過し、次年度以降も継続して活動する見込みがある団体 
(3)横浜市内に事務所又は連絡場所を有し、かつ、主たる活動を横浜市内で実施している団体 

 
＜助成の対象となる活動＞ 

(1)自然環境の保全創造に関する活動 
(2)水辺環境の活性化及び整備に関する活動 
(3)環境美化及び緑化に関する活動 
(4)都市環境の改善のための活動 
(5)省資源、省エネルギー及びリサイクルに関する活動 
(6)その他環境の保全創造に関する活動 

 
＜助成の対象外＞ 

(1)公共団体又は公共団体が設立した団体による活動 
(2)営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的とする団体による活動 
(3)横浜市が実施している他の助成制度による助成を受けている活動 
(4)他の団体が企画募集する活動 
(5)観光、レクリェーション等を目的とする活動 
(6)その他市長が適当でないと認めた活動 

 
＜助成の対象となる活動費の範囲＞ 

(1)講演会、研究会等の開催に要する費用 
(2)イベントの開催に要する費用 
(3)印刷、出版に要する費用 
(4)調査に要する費用 
(5)その他 
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内容 

 

＜助成金の限度額＞ 
ステップアップ・アシストについては１００万円 
イニシャル・アシストについては５０万円 
 

＜助成期間＞ 
ステップアップ・アシストについては１年。 
イニシャル・アシストについては、連続して２年。 

 
＜報告書の提出＞ 

(1)活動実績報告書 
(2)活動成果等報告書 
(3)収支決算書 
(4)領収書等経費の支出を証する書類又はその写し 
(5)その他活動に関する資料 
 

手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠 条例  規則  要綱  協定  なし 

効果  都市の緑化、廃棄物の減量、自家用車の走行量抑制 

備考  

 

交付申請 
 
助成金交付
申請書、事
業活動計画
書等の提出 
 

助成金の決
定及び通知 
 
 

活動の実施 報告書提出 
 
活動実績報
告書、活動
成果等報告
書、収支決
算書などを
提出 
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ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ．．．．．．．．運運運運運運運運輸輸輸輸輸輸輸輸部部部部部部部部門門門門門門門門にににににににに関関関関関関関関すすすすすすすするるるるるるるる事事事事事事事事業業業業業業業業・・・・・・・・制制制制制制制制度度度度度度度度例例例例例例例例        

１１１１１１１１．．．．．．．．エエエエエエエエココココココココカカカカカカカカーーーーーーーーレレレレレレレレンンンンンンンンタタタタタタタタルルルルルルルル事事事事事事事事業業業業業業業業（（（（（（（（西西西西西西西西宮宮宮宮宮宮宮宮市市市市市市市市））））））））        

部門 運輸 

種類 エコカーレンタル事業 

実施主体 西宮市、西宮地区低公害車普及等推進協議会 

対象 家庭  事業者  地方公共団体 

手法 

規制的手法（行為又は手続きの禁止、制限、義務化） 

経済的手法（税、課徴金、環境投資以外の事業への補助金） 

自主的取組（自主協定、自主的計画） 

環境投資（社会基盤整備、システム整備） 

内容 

【目的】 低公害車の利用促進 

【内容】 利用者が低公害車を選択した場合、市の低公害車普及等推進協議会がレンタル料金の

一部を補助。 

    

＜対象自動車＞ 

天然ガス自動車、電気自動車、ハイブリッド自動車など 

＜補助額＞ 

車種 通常レンタル料 補助金 自己負担額 

ＣＮＧ車（バン） 4,500 円 4,500 円 0 円 

ＣＮＧ車（バン） 7,000 円 5,600 円 1,400 円 

ＣＮＧ車（セダン） 7,000 円 5,600 円 1,400 円 

電気自動車（ＲＶ） 10,000 円 8,000 円 2,000 円 

ハイブリッド車（セダン） 11,500 円 9,200 円 2,300 円 

ＣＮＧ車（大型セダン） 18,000 円 14,400 円 3,600 円 

 

 

手続 

 

 

 

 

 

 

 

事
業
・
制
度
の
概
要 

根拠 条例  規則  要綱  協定  なし 

効果  低公害車の普及促進 

備考 東京都では低公害車に係る駐車料金の割引制度を実施中。 

 

 

 

電話で㈱神
戸エコカー
へ 使 用 日
時、車種等
予約 

西 宮 市 で
「西宮エコ
カーモニタ
ー」の申し
込 み を 行
い、「レンタ
ルカーチケ
ット」を受
け取る 

利用日に直
接、㈱神戸
エコカーで
出発手続き 

返却時に精
算と「西宮
エコカーモ
ニターアン
ケート」の
回答表を提
出。 
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２２２２２２２２．．．．．．．．パパパパパパパパーーーーーーーーククククククククアアアアアアアアンンンンンンンンドドドドドドドドラララララララライイイイイイイイドドドドドドドドシシシシシシシシスススススススステテテテテテテテムムムムムムムム【【【【【【【【KKKKKKKK........PPPPPPPPaaaaaaaarrrrrrrrkkkkkkkk】】】】】】】】（（（（（（（（金金金金金金金金沢沢沢沢沢沢沢沢市市市市市市市市））））））））                

部門 運輸 

種類 パークアンドライドシステム事業 

実施主体 金沢市、金沢都市圏パークアンドライドパイロットシステム実施協議会 

対象 家庭  事業者  地方公共団体 

手法 

規制的手法（行為又は手続きの禁止、制限、義務化） 

経済的手法（税、課徴金、環境投資以外の事業への補助金） 

自主的取組（自主協定、自主的計画） 

環境投資（社会基盤整備、システム整備） 

内容 

【目的】 平日の通勤用自家用車の都心部への乗り入れ抑制 

【内容】 登録者が郊外の商業施設の駐車場でマイカーからバスや電車に乗り換えて都心に通

勤するパーク・アンド・ライド・システム。バスの専用定期券の割引率を高く設定

して利用の促進を図っている。また、システム料金として、バス定期券のほか、駐

車料金として商業施設の商品券を購入。 

     ※走行時間の均一化のために、朝夕には専用バスレーンが設定される。 

    

  

 

 

 

利用駐車場 Ａ店 Ｂ店  商品券 

利用バス停 Ａ地点 Ａ地点  Ａ店：3,000 円 

K.Park 専用定期券 13,320 円 12,240 円  Ｂ店：5,000 円 

通常回数券（１ヶ月） 14,800 円 13,600 円   

 

 

手続 

 

 

 

 

 

 

 

事
業
・
制
度
の
概
要 

根拠 条例  規則  要綱  協定  なし 

効果  自家用車の走行量抑制、渋滞緩和 

備考 協議会事務局への登録者数（135 台／157 台） ※駐車場が 157 台分 

 

協議会事務
局にメンバ
ー登録（郵
便、ＦＡＸ
インターネ
ットで登録
可能） 

協議会から
会員証を送
付 

会員証を提
示して、シ
ステムチケ
ットを購入
（乗車券、
商品券）、駐
車場利用所
を受け取り 

指定された
駐車場に駐
車し、路線
バスもしく
は鉄道に乗
り換えて通
勤 

システム料金 バス乗車代 駐車料金 ＝ ＋ 
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図図図図図図図図        シシシシシシシシスススススススステテテテテテテテムムムムムムムムのののののののの概概概概概概概概要要要要要要要要        

 

 

 

 
 

参参参参参参参参考考考考考考考考        通通通通通通通通勤勤勤勤勤勤勤勤費費費費費費費費のののののののの比比比比比比比比較較較較較較較較                                                                                                                        参参参参参参参参考考考考考考考考        所所所所所所所所要要要要要要要要時時時時時時時時間間間間間間間間のののののののの比比比比比比比比較較較較較較較較        
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３３３３３３３３．．．．．．．．ガガガガガガガガイイイイイイイイドドドドドドドドウウウウウウウウェェェェェェェェイイイイイイイイババババババババススススススススシシシシシシシシスススススススステテテテテテテテムムムムムムムム（（（（（（（（名名名名名名名名古古古古古古古古屋屋屋屋屋屋屋屋市市市市市市市市））））））））        

部門 運輸 

種類 公共交通機関の基盤整備事業 

実施主体 名古屋市住宅都市局都市計画部 

対象 家庭  事業者  地方公共団体 

手法 

規制的手法（行為又は手続きの禁止、制限、義務化） 

経済的手法（税、課徴金、環境投資以外の事業への補助金） 

自主的取組（自主協定、自主的計画） 

環境投資（社会基盤整備、システム整備） 

内容 

【目的】 大規模開発に伴う交通需要及び交通渋滞対策 

【内容】 市内守山区志段味地区で進められている「志段味ヒューマン・サイエンス・タウン」

構想に基づいて、大曽根～志段味支所間約 11．3km のうち、デュアルモード性(高架

専用軌道と平面一般道路を乗換なしでつなぐ) を生かし、交通混雑の激しい大曽根～

小幡緑地間約 6．8km を高架専用軌道区間としてガイドウェイバスシステムを整備。 

    

＜事業イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路の中央分離帯上に設けた高架専用軌道を、車両の前後輪に取り付けた案内装置の誘導で走り、

さらに一般道路を同一車両で連続走行できる特性（デュアルモード）を備えている。 

 

事
業
・
制
度
の
概
要 

根拠 条例  規則  要綱  協定  なし 

効果  交通渋滞緩和 

備考  
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図図図図図図図図        ガガガガガガガガイイイイイイイイドドドドドドドドウウウウウウウウェェェェェェェェイイイイイイイイババババババババススススススススシシシシシシシシスススススススステテテテテテテテムムムムムムムムのののののののの概概概概概概概概要要要要要要要要        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

        

        

        

        

        

 

朝夕のラッシュ時： 高架専用軌道をハンドル操作なしの新システムで安全走行 

 

昼夜の定常時： 一般道路をバスとして走行 
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４４４４４４４４．．．．．．．．環環環環環環環環境境境境境境境境（（（（（（（（エエエエエエエエココココココココ））））））））定定定定定定定定期期期期期期期期（（（（（（（（神神神神神神神神戸戸戸戸戸戸戸戸市市市市市市市市））））））））        

部門 運輸 

種類 公共交通機関の利用促進事業 

実施主体 神戸市交通局企画推進室 

対象 家庭  事業者  地方公共団体 

手法 

規制的手法（行為又は手続きの禁止、制限、義務化） 

経済的手法（税、課徴金、環境投資以外の事業への補助金） 

自主的取組（自主協定、自主的計画） 

環境投資（社会基盤整備、システム整備） 

内容 

【目的】 休・祭日の自家用車走行の抑制 

【内容】 バスの通勤定期券あるいは大人用定期券の所有者は、降車時に「環境（エコ）定期」

としての利用を進言することによって、同伴の家族の運賃が割り引かれる仕組み。通

学定期券、その他の割引定期券は対象とならない。 

    

＜対象者＞ 

通勤定期券所持者と同伴する同居の家族（複数可） 

＜料金＞ 

路線 
料金 200 円 
均一区 

料金対キロ区間 

定期券面 
表示系統内の 
場合 

表示区間内の 
場合 

同一系統であるが
区間外の場合 

所持人 － － 100 円 

大人 子供 普通運賃 大人 子供 

～390 円 100 円 50 円 

400～590 円 200 円 100 円 

600～790 円 300 円 150 円 

同伴家族 
（大人・子供） 100 円 50 円 

800 円 400 円 200 円 

 

 

手続 

 

 

 

 

 

 

 

事
業
・
制
度
の
概
要 

根拠 条例  規則  要綱  協定  なし 

効果  自家用車の走行量抑制、渋滞緩和 

備考  

通勤定期券
あるいは大
人 定 期 券
（均一区間
用）の購入 

バス降車時
に、「環境定
期」として
利用を進言 

同伴家族の
運賃割引 
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５５５５５５５５．．．．．．．．天天天天天天天天然然然然然然然然ガガガガガガガガスススススススストトトトトトトトララララララララッッッッッッッックククククククク普普普普普普普普及及及及及及及及促促促促促促促促進進進進進進進進助助助助助助助助成成成成成成成成事事事事事事事事業業業業業業業業（（（（（（（（千千千千千千千千葉葉葉葉葉葉葉葉県県県県県県県県））））））））        

部門 運輸 

種類 低公害車普及促進事業 

実施主体 千葉県環境生活部 

対象 家庭  事業者  地方公共団体 

手法 

規制的手法（行為又は手続きの禁止、制限、義務化） 

経済的手法（税、課徴金、環境投資以外の事業への補助金） 

自主的取組（自主協定、自主的計画） 

環境投資（社会基盤整備、システム整備） 

内容 

【目的】 ディ－ゼル自動車から排出される窒素酸化物、粒子状物質等による大気汚染の軽減

を図り、県民の健康の保護と快適な環境を保全する 

【内容】 （社）千葉県トラック協会の会員が、天然ガストラックを貸借するために必要な費

用を（社）千葉県トラック協会が補助する事業に要する経費を交付。 

    

＜補助率＞  

当該経費の１／３以内。貸借するトラック１台１月につき、５万５千円を限度とする 

 

     ＜補助対象期間＞ 

 １台の契約につき、契約期間又は、３年のいずれか短い期間を限度とする。 

 

手続 

 

 

 

 

 

 

 

事
業
・
制
度
の
概
要 

根拠 

条例  規則  要綱  協定  なし 

千葉県補助金等交付規則及び交付要綱に基づく。 

 

効果  低公害車の普及促進 

備考  

 
 

交付申請交付申請交付申請交付申請    
 
天然ガスト
ラック普及
促進助成事
業補助金交
付申請書を
知事に提出 

状況報告状況報告状況報告状況報告    
 
指定日に天
然ガストラ
ック普及促
進助成事業
遂行状況報
告書を知事
に提出 

実績報告実績報告実績報告実績報告    
 
事業完了後
に天然ガス
トラック普
及促進助成
事業実績報
告書を知事
に提出 

交付請求交付請求交付請求交付請求    
 
天然ガスト
ラック普及
促進助成事
業補助金交
付請求書を
知事に提出 
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ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ．．．．．．．．エエエエエエエエネネネネネネネネルルルルルルルルギギギギギギギギーーーーーーーー転転転転転転転転換換換換換換換換部部部部部部部部門門門門門門門門にににににににに関関関関関関関関すすすすすすすするるるるるるるる事事事事事事事事業業業業業業業業・・・・・・・・制制制制制制制制度度度度度度度度例例例例例例例例        

１１１１１１１１．．．．．．．．湖湖湖湖湖湖湖湖国国国国国国国国 2222222211111111 世世世世世世世世紀紀紀紀紀紀紀紀記記記記記記記記念念念念念念念念事事事事事事事事業業業業業業業業協協協協協協協協会会会会会会会会「「「「「「「「びびびびびびびびわわわわわわわわここここここここ・・・・・・・・おおおおおおおお陽陽陽陽陽陽陽陽様様様様様様様様基基基基基基基基金金金金金金金金」」」」」」」」へへへへへへへへのののののののの支支支支支支支支援援援援援援援援（（（（（（（（滋滋滋滋滋滋滋滋賀賀賀賀賀賀賀賀県県県県県県県県））））））））        

部門 エネルギー転換 

種類 自然エネルギー供給事業 

実施主体 湖国 21 世紀記念事業協会 びわこ・お陽様基金 

対象 家庭  事業者  地方公共団体 

手法 

規制的手法（行為又は手続きの禁止、制限、義務化） 

経済的手法（税、課徴金、環境投資以外の事業への補助金） 

自主的取組（自主協定、自主的計画） 

環境投資（社会基盤整備、システム整備） 

内容 

【目的】 自然エネルギーの普及促進 

【内容】 「びわこ・お陽様基金」は、県内 3 箇所に共同で太陽光による市民共同発電所を設

置・運用し、自然エネルギーの利用促進の活動を行っている団体である。 

     滋賀県の「湖国 21 世紀記念事業基本計画」を受け、設置された湖国 21 世紀記念事

業協会は、これらの発電所の余剰電力に対し、発電量に応じて、買取価格の補填を

行っている。 

    

＜補填制度概要＞  

 

 

 

１kw 125 円   ＝   24.70 円  ＋  100.30 円 

 

      

手続 

 

 

 

 

 

 

 

事
業
・
制
度
の
概
要 

根拠 条例  規則  要綱  協定  なし 

効果  自然エネルギーの利用促進 

備考 この補填制度は、ドイツのアーヘン市で取り組まれている「レートインセンティブプラン」

をモデルにしている。 

 
 

発電単価 
 

電力会社の 
電力価格 

補填金 
＝ ＋ 

「びわこ・
お 陽 様 基
金」が市民
共同発電所
で、発電事
業を行う。
  

実際の発電
単価から売
電価格を引
いた価格を
「湖国 21
世紀記念事
業協会」が
補 填 を 行
う 。
  

余剰電力を
電力会社に
売電。 
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２２２２２２２２．．．．．．．．ひひひひひひひひょょょょょょょょううううううううごごごごごごごごググググググググリリリリリリリリーーーーーーーーンンンンンンンンエエエエエエエエネネネネネネネネルルルルルルルルギギギギギギギギーーーーーーーーフフフフフフフファァァァァァァァンンンンンンンンドドドドドドドド（（（（（（（（兵兵兵兵兵兵兵兵庫庫庫庫庫庫庫庫県県県県県県県県））））））））        

部門 エネルギー転換 

種類 自然エネルギー供給事業 

実施主体 兵庫県 

対象 家庭  事業者  地方公共団体 

手法 

規制的手法（行為又は手続きの禁止、制限、義務化） 

経済的手法（税、課徴金、環境投資以外の事業への補助金） 

自主的取組（自主協定、自主的計画） 

環境投資（社会基盤整備、システム整備） 

内容 

【目的】①グリーンエネルギーの地域での導入を促進するとともに、グリーンエネルギーに関す
る県民意識の向上 
②県民発電所から、二酸化炭素の排出しない「グリーン電力」を供給 
③エネルギーへの関心の高まりから、省エネ行動への取組みの促進 

【内容】 県民・事業者等の融資による資金の拠出により、グリーンエネルギー県民発電所を建
設する。 

    

＜仕組み案＞  

 

 

 

 

 

 

     ＊１ 会員に対する還元案として、ファンド運用状況などの情報提供、会員の寄付銘板の設置、二酸化炭素
削減証書の発行などがある。 

 

手続 

 

 

 

 

 

 

 

事
業
・
制
度
の
概
要 

根拠 

条例  規則  要綱  協定  なし 

 
環境の保全と創造に関する条例（平成 7年 7 月 18 日 兵庫県条例第 28 号） 第 142 条の規定に基づく。 
 
（地球温暖化の防止に関する施策の計画的な実施） 
県は、地球の温暖化の防止に資するため、大気中に排出される地球の温暖化の原因となる物質の総量
の抑制に関する目標を定め、当該目標を達成するための総合的な施策を計画的に実施するものとする。 

効果  自然エネルギーの利用促進 

備考  

県民、事業

者等が、グ

リーンエネ

ルギーファ

ンドに拠出

金を払う 

  

余剰電力を
電力会社に
売電する。 

グリーンエ
ネルギーフ
ァンドが、
県民発電所
を建設する 
 

＊１ 

資金 
建設 

発電収益 

グリーン電力供給 

会 員 

（県民、事業者等） 

グリーンエネルギーファンド 

 

県 民 発 電 所 

（太陽光・風力） 

電力会社 一般家庭等 

売電電力の
収益は、フ
ァンドに還
元するとと
もに、新た
な発電施設
の建設費に
充当する。 



 
－17－ 

ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ．．．．．．．．事事事事事事事事業業業業業業業業者者者者者者者者にににににににに関関関関関関関関すすすすすすすするるるるるるるる事事事事事事事事業業業業業業業業・・・・・・・・制制制制制制制制度度度度度度度度例例例例例例例例        

１１１１１１１１．．．．．．．．中中中中中中中中小小小小小小小小企企企企企企企企業業業業業業業業環環環環環環環環境境境境境境境境保保保保保保保保全全全全全全全全資資資資資資資資金金金金金金金金融融融融融融融融資資資資資資資資制制制制制制制制度度度度度度度度（（（（（（（（広広広広広広広広島島島島島島島島市市市市市市市市））））））））        

部門 全部門 

種類 中小企業に対する環境保全対策費用の融資事業 

実施主体 広島市 

対象 家庭  事業者  地方公共団体 

手法 

規制的手法（行為又は手続きの禁止、制限、義務化） 

経済的手法（税、課徴金、環境投資以外の事業への補助金） 

自主的取組（自主協定、自主的計画） 

環境投資（社会基盤整備、システム整備） 

事
業
・
制
度
の
概
要 

内容 

【目的】 中小企業における環境保全の促進 

【内容】 市内の中小企業及び当該中小企業者で構成する組合に対して、その事業活動に伴っ

て生ずる大気汚染、水質汚濁、騒音、振動などの公害を防止するための資金、地球

温暖化防止等地球環境の保全及び環境マネジメントシステムを導入するために必要

な資金を融資。 

    

＜対象者＞ 

市内に主たる事業所を融資、１年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者 

 

＜融資対象＞ 

公害防止施設の設置に要す
る資金 

・ ダイオキシン対策設備などの公害防止施設
の設置に要する資金 

自動車排出ガスによる大気
汚染物質を低減するため低
公害車等を購入する資金 

・ 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール
自動車及びハイブリッド自動車の購入資金 

・ 最新排出ガス規制基準に適合しないディー
ゼル貨物自動車及びバスを、適合車に買い
換える資金 

環境保全に資する施設の設
置に要する資金 

・ 特定オゾンの回収再利用型設備及び脱特定
物質設備の設置費用 

・ 新エネルギーの導入施設及び資源リサイク
ル施設の設置費用 

・ 省資源・省エネルギーのための設備の設置
費用 

・ 節水機器・設備又は新たな水供給機器・設
備の設置費用 

環境マネジメントシステム
の導入に要する資金 

・ ISO14001 規格の認証取得に係る審査、コンサ
ルティング費用 

 

＜融資要領＞ 

・ 運転資金（環境マネジメントシステムの導入費用） 2,000 万円以内 
・ 設備資金 5,000 万円以内 
・ 年利 1.9％以下（原則 月賦償還） 
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手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠 
条例  規則  要綱  協定  なし 

広島市中小企業環境保全資金融資制度要綱に基づく 

効果  事業者の環境対策の推進 

備考  

 
 

申請手続 
 
「環境保全
施設設置等
計画承認申
請」を市経
済局へ提出 

計画策定 
 
環境保全の
計画につい
て、市関係
部局への事
前協議 

申請 
 
市の承認を
受けた後、
金融機関に
融資依頼 
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２２２２２２２２．．．．．．．．エエエエエエエエココココココココアアアアアアアアッッッッッッッッププププププププ事事事事事事事事業業業業業業業業（（（（（（（（東東東東東東東東京京京京京京京京都都都都都都都都））））））））        

部門 全部門 

種類 自主的な環境保全活動促進事業 

実施主体 東京都 

対象 家庭  事業者  地方公共団体 

手法 

規制的手法（行為又は手続きの禁止、制限、義務化） 

経済的手法（税、課徴金、環境投資以外の事業への補助金） 

自主的取組（自主協定、自主的計画） 

環境投資（社会基盤整備、システム整備） 

事
業
・
制
度
の
概
要 

内容 

【目的】 事業者の自主的な環境保全対策の促進・支援、実効性の担保 

【内容】 事業者が、自らの事業活動に伴って生じる環境負荷を低減させるための取組目標を自

主的に定めて、都に登録し、その取組結果を自己評価する仕組み。登録は、それぞれ

の事業所の環境負荷の把握の度合いに応じて「エコ・アップ事業所東京宣言（Ｉ種）」

または、「エコ・アップ事業所東京宣言（ＩＩ種）」を選択することが可能。登録事業

者は取組目標等を公表。 

   

＜登録の種類＞ 

 Ｉ種 Ⅱ種 

宣言 
「エコ・アップ事業所東京宣言」（Ｉ種）に

より宣言  

「エコ・アップ事業所東京宣言」（Ⅱ種）に

より宣言      

内容 

「グリーンノート」等を用いて事業活動に

伴う環境負荷を把握し、それを低減するた

めの取組目標を宣言する。 

環境に配慮した事業活動のなかから、でき

る範囲での取組行動などを宣言する 

ex事業所で使用する自動車はすべてアイド

リング・ストップを励行する 

 

＜登録証とステッカー＞ 
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手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠 条例  規則  要綱  協定  なし 

効果  自主的な取組の推進 

備考 
関連した制度として、愛知県においては、中小企業向けに「中小事業所における地球温暖化対
策マニュアル」を作成し、普及を図っている。 
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３３３３３３３３．．．．．．．．神神神神神神神神戸戸戸戸戸戸戸戸市市市市市市市市民民民民民民民民のののののののの環環環環環環環環境境境境境境境境をををををををを守守守守守守守守るるるるるるるる条条条条条条条条例例例例例例例例にににににににに基基基基基基基基づづづづづづづづくくくくくくくく環環環環環環環環境境境境境境境境保保保保保保保保全全全全全全全全協協協協協協協協定定定定定定定定（（（（（（（（神神神神神神神神戸戸戸戸戸戸戸戸市市市市市市市市））））））））        

部門 全部門 

種類 環境保全協定（根拠：神戸市民の環境を守る条例）に基づく事業者の自主事業の推進 

実施主体 神戸市 

対象 家庭  事業者  地方公共団体 

手法 

規制的手法（行為又は手続きの禁止、制限、義務化） 

経済的手法（税、課徴金、環境投資以外の事業への補助金） 

自主的取組（自主協定、自主的計画） 

環境投資（社会基盤整備、システム整備） 

事
業
・
制
度
の
概
要 

内容 

【目的】 市と事業者が協働して，公害防止対策はもとより，事業者が行なう省エネや廃棄物の

減量化・リサイクルなど幅広い環境保全活動を促進させる 

【内容】 市長と指定事業所（規定で定める事業所）に係る事業者との間で以下の事項に関する

活動について協定を締結。事業者は市に環境保全計画書及び環境保全報告書をもって

提出する。 

 

(1) 環境管理体制の整備に関すること。 

・環境保全に関する基本方針（基本理念） 
・組織及び管理規程 
・事業活動の環境への負荷の把握 
・環境保全に関する目標 
・環境保全計画 
・環境保全計画の実施状況等の確認 
・評価・見直し 

(2) 環境への負荷の低減に関すること。 

・省エネルギー行動 
・節水 
・資源のリデュース、リユース・リサイクル 
・事業活動における環境への配慮 
・フロン対策 
・自動車対策 
・環境に配慮した施設整備 
・従業員教育 
・地域社会への参画 

(3) ほか，健全で快適な環境の確保のための活動に関すること 

    

＜対象分野＞  

従来の公害防止対策だけでなく，省エネルギー，再生製品の使用，環境負荷の少ない材料の使

用などの幅広い環境保全活動を対象 
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＜締結対象事業者＞ 

 排出ガス量，排出水量，延床面積，資本金などが一定規模以上の事業所（神戸市民の環境をま

もる条例施行規則で定める指定事業所の第２条）を有し，かつ，本協定の趣旨に賛同した環境

保全活動に積極的な事業者。なお，規則で定める規模以下の事業所を有する事業者であっても，

趣旨に賛同した環境保全活動に積極的な事業者についても同様に協定を締結。 

 

       （神戸市民の環境をまもる条例施行規則で定める指定事業所の第２条の要旨）（神戸市民の環境をまもる条例施行規則で定める指定事業所の第２条の要旨）（神戸市民の環境をまもる条例施行規則で定める指定事業所の第２条の要旨）（神戸市民の環境をまもる条例施行規則で定める指定事業所の第２条の要旨）    
・大気汚染防止法第２条第２項に規定するばい煙発生施設を有する事業所であって、定格排出ガス量が

40,000ｍ３／ｈまたは定格燃原料消費量が重油換算 1,000リットル／ｈ以上のもの 

・水質汚濁防止法第２条第２項に規定する特定施設を有する事業所であって、同条第１項に規定する公

共用水域に排出する水の量が平均 400ｍ３／日以上のもの 

・貨物自動車運送事業法第２条第６項に規定する特別積み合わせ貨物運送の事業を行い、かつ、当該事

業の用に供する自動車を 100台以上本市の区域内に有する事業者に係る事業所 

・延床面積が 40,000ｍ２以上であり、かつ、事業所、物品販売業を営む店舗、ホテル、旅館、病院、診

療所、学校などといった用途のうち２つ以上の用途に供する建築物に係る事業所 

・資本金、基本金その他これらに準ずるものが５億円以上であって、本市の区域内に有する事業所の従

業員数の合計が 500人以上である事業者に係る事業所 

・その他、市長が必要であると認める事業所 

 

＜神戸市の役割＞ 

 神戸市は，環境保全活動に必要な情報を提供したり，協定締結事業者間の情報交流，連携等を

推進するなどの支援事業に取り組むとともに、協定締結事業者の優れた環境保全活動について

積極的に広報することなどにより，環境保全活動の更なる推進を図る。 

 ただし、協定の内容に違反した場合のペナルティ規定はない。 

 

手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠 

条例  規則  要綱  協定  なし 

神戸市民の環境を守る条例（平成 6年 3 月条例代 52 号）第 40 条の規定に基づく。 

 

（環境保全協定の締結）（環境保全協定の締結）（環境保全協定の締結）（環境保全協定の締結） 

第第第第 40404040 条条条条 市長は，事業活動に伴う環境への負荷の低減その他健全で快適な環境の確保のために事業者が

行う自主的な活動を当該事業者と協働して促進するため，規則で定める事業所（以下「指定事業所」と

いう。）について，指定事業所に係る事業者との間に，指定事業所において行う健全で快適な環境の確

保のため活動についての協定（以下「環境保全協定」という。）を締結することができる。 

 

効果  自主的取組の担保、74 事業者と協定を締結 

備考  

        

事前準備事前準備事前準備事前準備    
 
「環境管理
体制の整備
に 係 る 指
針」を参考
に環境管理
体制を整備 

目標の設定目標の設定目標の設定目標の設定
 
数値目標の
設定 
 
達成状況の
確認手段が
ある目標の
選択 

環境保全計環境保全計環境保全計環境保全計
画書の作成画書の作成画書の作成画書の作成
 
環境保全の
ための計画
を作成し、
市長に提出 

環境保全報環境保全報環境保全報環境保全報
告書の作成告書の作成告書の作成告書の作成
 
環境保全活
動の取組状
況について
報告書を作
成し、市長
に提出 
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環 境 保 全 協 定 書 
 
 現況及び将来の神戸市民の健全で快適な環境を確保するため、神戸市（以下「市」という。）及

び株式会社●●●●（以下「事業者」という。）は、協働して、公害防止対策その他総合的環境保

全活動を推進することを確約し、次のとおり協定する。 
 
第 1章 事業者と市の責務 
（事業者の責務） 
第 1 条 事業者は、自らの立場を自覚し、自らの責任と負担において、その事業活動に伴って発
生する公害を防止するために必要な措置を講ずるだけでなく、環境への負荷の低減その他環境保

全活動を自主的に行うよう努めなければならない。 
 
（市の責務） 
第 2 条 市は、環境保全に関する施策の策定及び実施に努めるとともに、情報の提供、事業者の
環境保全活動の市民への紹介など事業者の環境保全活動に対して必要な支援を行うよう努めなけ

ればならない。 
 
第 2章 事業者の行う環境保全活動 
（公害防止対策） 
第 3条 事業者は、その事業活動に伴う公害の発生の防止のための対策を実施するものとする。 
 
（公害防止対策以外の環境保全活動） 
第 4 条 前条に定めるほか、事業者は、総合的な環境保全活動を自主的に行うように努めるもの
とする。 
2 事業者は、市の実施する環境保全に関する施策に協力するものとする。 
 
（環境管理体制の整備） 
第 5 条 事業者は、環境保全活動を継続的に実施し、及び向上させるため、組織の整備、環境保
全計画の策定等環境管理体制の整備に努めるものとする。 
 
第 3章 緊急時の対応等 
（事故時の対応） 
第 6 条 事業者は、環境に重大な影響のある事故その他の緊急事態に対処するため、設備を整備
し、その事業に従事する者を訓練し、及び対応手順を確立しなければならない。 
 
 
（苦情の処理等） 
第 7 条 事業者は、その事業活動に伴って発生する公害等について、住民から苦情を受けたとき
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は、誠意をもって、その解決に努めるものとする。 
2 前項の場合において、その解決が困難であると当該苦情に係る当事者が認めたときは、当該当
事者の申立てにより、市は、和解の仲介に努めるものとする。 
 
第 4章 細目の協議等 
（細目の協議） 
第 8 条 この協定に関して必要な細目については、市及び事業者が協議のうえ別に覚書で定める
ものとする。 
 
第 5章 補則 
（公表） 
第 9条 市は、この協定に関する事項について、企業上の機密を除き公表しうるものとする。 
 
（施設を譲渡・貸与する場合の義務） 
第 10条 事業者は、その施設の全部又は大部分を譲渡又は貸与するときは、当該譲渡又は貸与す
る部分について、譲受人又は借受人に、この協定に基づく義務を承継させるよう努めなければな

らない。 
 
（疑義の解決等） 
第 11条 本協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、本協定に定める事項に
疑義を生じたとき又は本協定を変更する必要が生じたときは、その都度、市及び事業者は協議を

行う。 
 
 
本協定の締結を証するため、本書 2通を作成し、市及び事業者は記名押印のうえ、各自その 1通
を保有する。 
 
 
平成●年●月●日 

神戸市中央区加納庁 6丁目 5番 1号 
神戸市 
神戸市長    笹  山  幸  俊  （印） 

 
神戸市●区●●町● 
株式会社●●●● 
代表取締役社長 ●●●●   （印） 
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ⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤ．．．．．．．．総総総総総総総総合合合合合合合合的的的的的的的的なななななななな関関関関関関関関すすすすすすすするるるるるるるる事事事事事事事事業業業業業業業業・・・・・・・・制制制制制制制制度度度度度度度度例例例例例例例例        

１１１１１１１１．．．．．．．．環環環環環環環環境境境境境境境境確確確確確確確確保保保保保保保保条条条条条条条条例例例例例例例例にににににににに基基基基基基基基づづづづづづづづくくくくくくくく措措措措措措措措置置置置置置置置（（（（（（（（東東東東東東東東京京京京京京京京都都都都都都都都））））））））        

部門 全部門 

種類 環境確保条例（都民の健康と安全を確保する環境に関する条例）に基づく措置等 

実施主体 東京都 

対象 家庭  事業者  地方公共団体 

手法 

規制的手法（行為又は手続きの禁止、制限、義務化） 

経済的手法（税、課徴金、環境投資以外の事業への補助金） 

自主的取組（自主協定、自主的計画） 

環境投資（社会基盤整備、システム整備） 

内容 

【目的】 環境への負荷を低減するための措置を定め、公害の発生源について必要な規制及び

緊急時の措置を定めること等により、現在及び将来の都民が健康で安全かつ快適な

生活を営む上で必要な環境を確保することを目的とする 

【内容】 地球温暖化防止に関し、以下の項目について措置、規制などを施行（次ページ以降

に概要を図で示す） 

    
図番号 区分 概要 

図１ 

事業活動におけ事業活動におけ事業活動におけ事業活動におけ
る環境負荷低減る環境負荷低減る環境負荷低減る環境負荷低減
の取組の取組の取組の取組    
（第 6～9 条） 

エネルギー使用の多い事業者（燃料等の使用量が原油換算で年間 1,500kl 以

上又は電気の使用量が年間 600 万ｋＷ時以上の事業者）は、二酸化炭素等の

温室効果ガスの排出抑制を目標とした地球温暖化対策計画書を知事に提出

するとともに、自ら公表することになる。計画の実績についても同様。 

図２ 

冷媒用フロンの冷媒用フロンの冷媒用フロンの冷媒用フロンの
排出禁止及び破排出禁止及び破排出禁止及び破排出禁止及び破
壊処理壊処理壊処理壊処理    
（第 10～17 条）    

家庭用冷蔵庫、カーエアコン、業務用冷凍空調機器、自動販売機等に使用さ

れている冷媒用のフロン（ＣＦＣ，ＨＣＦＣ，ＨＦＣ）について、大気中への排出を

禁止するとともに、回収したフロンは、原則として、破壊処理をしなければなら

ない。 

図３ 

建築物の建設に建築物の建設に建築物の建設に建築物の建設に
あたっての環境あたっての環境あたっての環境あたっての環境
配慮の取組配慮の取組配慮の取組配慮の取組    
（第 18～25 条） 

大規模建築物（延べ床面積が１万㎡を超える建築物）の建築主は、省エネル

ギー、省資源設計や自然エネルギー利用等を内容とする建築物環境計画書

を建築前に知事に提出し、工事完了後は完了の届出をしなければならない。

知事は、その概要を公表する。 

図４ 
自動車環境管理自動車環境管理自動車環境管理自動車環境管理
計画書の提出計画書の提出計画書の提出計画書の提出    
（第 28～33 条）    

自動車を３０台以上使用する事業者は、自動車の使用合理化や低公害車
の導入等を記載した自動車環境管理計画書を知事に提出し、また、その
実績を報告しなければならない。 

図５ 
低公害車の導入低公害車の導入低公害車の導入低公害車の導入
義務義務義務義務    
（第 35～36 条）    

自動車を２００台以上使用する大規模な事業者は、事業の用に供する自
動車の台数に対して知事が定める低公害車を平成１７年度までに５％
以上導入しなければならない。 

図６ 

ディーゼル車のディーゼル車のディーゼル車のディーゼル車の
運行禁止運行禁止運行禁止運行禁止    
    
（第 37～42 条）    

粒子状物質排出基準に適合しないトラックやバス等のディーゼル車は
都内での運行が禁止。なお、新車登録から７年間は規制の対象にならな
い。７年を過ぎた場合でも、都が指定する粒子状物質減少装置を装着す
れば基準適合車とみなす。 

図７ 

自動車購入時に自動車購入時に自動車購入時に自動車購入時に
おける環境情報おける環境情報おける環境情報おける環境情報
の説明の義務の説明の義務の説明の義務の説明の義務    
（第 47～48 条）    

新車の販売事業者は、条例の規制内容、自動車の排出ガスの量、騒音の
大きさ等を記載した書面を備え置き、その内容を自動車購入者に説明し
なければならない。 

図８ 

アイドリング・スアイドリング・スアイドリング・スアイドリング・ス
トップトップトップトップ        
    
（第 52～56 条）    

自動車の運転者や使用者は、自動車を駐・停車する場合に、原動機の停
止（アイドリング・ストップ）をしなければならない。また、駐車場管
理者等は、その施設利用者に対し、駐・停車中の原動機の停止を周知し
なければならない。 

 

 

事
業
・
制
度
の
概
要 

根拠 条例  規則  要綱  協定  なし 

効果  各種事業活動における温室効果ガスの排出抑制 

備考  
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図図図図図図図図１１１１１１１１        事事事事事事事事業業業業業業業業活活活活活活活活動動動動動動動動ににににににににおおおおおおおおけけけけけけけけるるるるるるるる環環環環環環環環境境境境境境境境負負負負負負負負荷荷荷荷荷荷荷荷低低低低低低低低減減減減減減減減のののののののの取取取取取取取取組組組組組組組組（（（（（（（（第第第第第第第第 66666666 条条条条条条条条～～～～～～～～第第第第第第第第 99999999 条条条条条条条条関関関関関関関関連連連連連連連連））））））））        
（平成 13 年度に地球温暖化対策事業者となった者について、平成 14 年度から計画書の提出を求める） 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
条例違反：取組を実施しない地球温暖化対策事業者に対して、知事が勧告を行う        

        

        

        

        

図図図図図図図図２２２２２２２２        冷冷冷冷冷冷冷冷媒媒媒媒媒媒媒媒用用用用用用用用フフフフフフフフロロロロロロロロンンンンンンンンのののののののの排排排排排排排排出出出出出出出出禁禁禁禁禁禁禁禁止止止止止止止止及及及及及及及及びびびびびびびび破破破破破破破破壊壊壊壊壊壊壊壊処処処処処処処処理理理理理理理理（（（（（（（（第第第第第第第第 1111111100000000 条条条条条条条条～～～～～～～～第第第第第第第第 1111111177777777 条条条条条条条条関関関関関関関関連連連連連連連連））））））））        
（平成 13 年 4 月 1 日から施行）        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
条例違反：取組を実施しない特定機器の所有者・管理者等に対して、知事が勧告を行う 

提
出 

根 

拠 

地球温暖化対
策指針の策定 

地球温暖化対策 

計画書の作成 

（原則 3 年ごと） 

＜計画書の内容＞ 

● 温室効果ガスの

排出状況 

● 排出抑制の措置 

● 排出抑制の目標 

知
事 

閲覧その他の方

法による公表 
（提出後遅滞なく） 

（計画期間の終了

日まで） 

（計画期間の

初年度の6月

末日までに）

地球温暖化

対策の結果

の作成 

閲覧その他

の方法によ

る公表 
（90 日間） 

提
出 

（計画期間の終

了した年度の翌

年度の 6 月末日

までに） 

地球温暖化

対策事業者 
●燃料や熱の

使用量が原

油換算で年

間 1,500kl 以

上 

●電気の使用

量 が 年 間

600 万 kW 時

以上 

特定機器の所

有者・管理者 
特定物質の排出・漏出禁止 

委託可 

特定機器の整

備者・移設者 

回収事業者 処理事業者 

特定機器の廃

棄者 

特定物質の密閉措置 

委託可 

特定物質

の回収 

特定物質の

分解処理 

委託可 
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図図図図図図図図３３３３３３３３        建建建建建建建建築築築築築築築築物物物物物物物物のののののののの建建建建建建建建設設設設設設設設ににににににににああああああああたたたたたたたたっっっっっっっっててててててててのののののののの環環環環環環環環境境境境境境境境配配配配配配配配慮慮慮慮慮慮慮慮のののののののの取取取取取取取取組組組組組組組組（（（（（（（（第第第第第第第第 1111111188888888 条条条条条条条条～～～～～～～～第第第第第第第第 2222222255555555 条条条条条条条条関関関関関関関関連連連連連連連連））））））））        
（平成 14 年 6 月 1 日から施行）        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
条例違反：取組を実施しない特定建築主に対して、知事が勧告を行う        

        

        

        

        

図図図図図図図図４４４４４４４４        自自自自自自自自動動動動動動動動車車車車車車車車環環環環環環環環境境境境境境境境管管管管管管管管理理理理理理理理計計計計計計計計画画画画画画画画書書書書書書書書のののののののの提提提提提提提提出出出出出出出出（（（（（（（（第第第第第第第第 2222222288888888 条条条条条条条条～～～～～～～～第第第第第第第第 3333333333333333 条条条条条条条条関関関関関関関関連連連連連連連連））））））））        
（平成 13 年 1 月 1 日から施行）        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
条例違反：取組を実施しない特定事業者に対して、知事が勧告を行う        

        

        

        

特定建築主 

（ 延 べ 面 積 が

10,000m2 を 超

える建築物（特

定 建 築 物 ） の

新築・増築をし

ようとする者） 

配
慮
義
務 

提
出 30 日 15 日 15 日 

環境指針 概要の 

公表 

概要の 

公表 
概要の 

公表 

特定建築

物の新築

又は増築

の場合 

建築物環境計画書

の作成 

＜計画書の内容＞ 

● 特定建築物の概

要 

● 環境への配慮の

ための措置 

● 措置の取組状況

の評価 

建
築
確
認
の
申
請 

変
更
の
工
事
着
手 

工
事
完
了 

工
事
完
了
の
届
出 

建
築
物
環
境
計
画
書
の
変
更
届 

届
出 

届
出 

知
事 

自動車環境管理計画書の作成 

 

＜計画書の内容＞ 

● 低公害な自動車の使用 

● 自動車の使用合理化（走行量 

の削減、積載率の向上など） 

● 自動車の適正使用 

知
事 

前年度の実績 

報告書の作成 

（毎年度） 

特定事業者 
（都内で 30 台

以上の自動車

を使用する者） 

指針の策定 

根 

拠 



 

図図図図図図図図５５５５５５５５        低低低低低低低低公公公公公公公公害害害害害害害害車車車車車車車車のののののののの導導導導導導導導入入入入入入入入義義義義義義義義務務務務務務務務（（（（（（（（第第第第第第第第 3333333355555555 条条条条条条条条～～～～～～～～第第第第第第第第 3333333366666666 条条条条条条条条関関関関関関関関連連連連連連連連））））））））        
（平成 13 年 4 月 1 日から施行） 

        

条例違反：取組を

図図図図図図図図６６６６６６６６        デデデデデデデディィィィィィィィーーーーーーーーゼゼゼゼゼゼゼゼルルルルルルルル

条例違反：取組を実施しない運行責

合は罰則（50 万円以下の

告の仕組みが設けられて

 

    

目目目目

平

換

勧告 

デ
車

粒

満たし
        都内で 200 台以上の自動車を 
事業に使用している事業者 
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実施しない事業者に対して、知事が勧告を行う        

        

車車車車車車車車のののののののの運運運運運運運運行行行行行行行行禁禁禁禁禁禁禁禁止止止止止止止止（（（（（（（（第第第第第第第第 3333333377777777 条条条条条条条条～～～～～～～～第第第第第第第第 4444444422222222 条条条条条条条条関関関関関関関関連連連連連連連連））））））））        
（平成 15 年 10 月 1 日から施行） 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
任者に対して、知事が運行禁止命令を発する。命令に違反した場

罰金）を課す。（これとは別に、荷主の義務違反に対する知事の勧

いる。） 

低公害車の導入が義務づけ低公害車の導入が義務づけ低公害車の導入が義務づけ低公害車の導入が義務づけ     

標標標標    

成 17 年度末までに、超低公害車に

算して５％以上の導入率 

条例違反 

知事 

氏名の公表 

勧告に従わない場合 

ィーゼルの貨物車・バスなど特定自動
の運行責任者 

子状物質排出基準 

知事が指定する粒子状物質減少装置 

初度登録から 7 年間 

都 内 の 運 行

が可能です。 

平成 15 年 10

月 1 日以後、

都内では運行

できません。

ている 満たしていない 

付けている 付けていない 

経過していない 経過している 
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図図図図図図図図７７７７７７７７        自自自自自自自自動動動動動動動動車車車車車車車車購購購購購購購購入入入入入入入入時時時時時時時時ににににににににおおおおおおおおけけけけけけけけるるるるるるるる環環環環環環環環境境境境境境境境情情情情情情情情報報報報報報報報のののののののの説説説説説説説説明明明明明明明明のののののののの義義義義義義義義務務務務務務務務（（（（（（（（第第第第第第第第 4444444477777777 条条条条条条条条～～～～～～～～第第第第第第第第 4444444488888888 条条条条条条条条関関関関関関関関連連連連連連連連））））））））        
（平成 16 年 4 月 1 日から施行）        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
条例違反：取組を実施しない自動車の販売者に対して、知事が勧告を行う。        
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（平成 13 年 4 月 1 日から施行） 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

条例違反：取組を実施しない自動車の運転者等に対して、知事が勧告を行う。 
 
 

自動車の販売者（都内） 

 環境情報 

 

 

 

 

 

● 事業所環境情報を記載した書面等の備

え置き 

● 新車の購入者への環境情報を記載した

書面の交付と説明 

● 条例に定める義務の内容 

● 自動車排出ガスの量 

● 騒音の大きさ 

● 燃料の種別 

● 燃料消費率 

● 二酸化炭素排出量 

 

駐車又は停車

時 の ア イ ド リ

ング・ストップ

の義務 

管理する自動

車等の運転者

に、アイドリン

グ・ストップを

遵守させる義

務 

看板の設置な

どにより駐車

場利用者への

周知の義務 

自動車等の 

運転者 

自動車等を事

業に用いてい

る者 

20 台以上の

駐車場の設備

者・管理者 


